
電話

（第 1 章）

（第 1 節）

（第　 2

同　　　上

(成人保健事業)
肝炎ウイルス検診

事務事業名

B型ー2・C型ー1人

5.50%

1.67%

10,833円／人11,182円／人

人 　件 　費
（概算）

区　　　　分

地方債

その他特財

１７０人

B型ー2・C型ー1人

5.45%

1.76%

３，１２０人

１８年度（目標）

104

３，２７０人

指　　　　　標　　　　　値

２，８５０人 ２，９８０人

80

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③

　総　事　業　費 ①＋④

１７年度（予算） １８年度（予定）

80

B型ー3・C型ー3人

6.88%

2.93%4.02%

10,068円/人8,679円／人

２７４人

B型ー9・C型ー2人

9.61%

指　　　標(算式）
１５年度 １６年度

１８０人

１７年度（目標）

成果指標
受診率

感染率
（目的の達成
度を測るもの
さし）

（主要活動単
位当たりコスト）

受診者１人当たり経費

指　　　標

活動指標

（事務事業の
活動量や実
績）

受診者数

感染者数（B・C型）

効率指標

２　実　施　（ドゥ）

国支出金

道支出金

（単位：千円）

１５年度（決算）

【事業費の推移】

76

551

120

１６年度（決算）

直接事業費

194

210

2,378

1,350

2,064

検診対象者数

9,000

0.15

　40歳以上の市民（社会保険本人、共済組合保険本人を除く）のうち該当者

一般財源

①合　計

②人　数（年間）

１６
年
度

まで

1７
年
度

76

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※補助金等
の場合は団
体等の活動
内容）
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9,000

1,350

399 440

1,028 714

0.15

600

490624

1,950

0.15

9,000

1,350

1,901

0.15

9,000

1,350

２０５人

細川和夫 作成日 平成1７年６月事務区分 部長職名■ 自治事務   □ 法定受託事務 上村弘志 課長職名

健康増進法　老人保健法根拠法令等
　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

肝炎ウイルス感染者の早期発見・治療のため、厚生労働省において老人保健法に基づき、肝炎ウイル
ス（Ｂ型肝炎ウイルス・C型肝炎ウイルス）検診を、平成１４年度より基本健康診査に併せて実施した。

事務事業開始の
きっかけ（導入当
初の目的等）

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　　意　　図
（何をねらっている
のか｡対象をどのよう
な状態にしたいの
か）

節
施策

                健康と医療

                保健予防の推進

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

　肝炎ウイルスの正しい知識を普及啓発し、自分が肝炎ウイルスに感染しているかどう
か検査確認し、その必要に応じて保健指導を行い、肝炎による健康障害を回避し、症状
を軽減し、進行を遅延させることを目的とする。

　市内17医療機関において基本健康診査とあわせて肝炎ウイルス検診（Ｂ型肝炎ウイ
ルス・Ｃ型肝炎ウイルス）を実施した。　手　　　段

(ここから活動
指標を導きま
す）

１　計　画　（プラン）

施策）

章                 安全で安心できるまち



目的の妥当性

□改善の余地
あり(⇒改善の
方法記入）

効率性の評価

【市が実施すべき事務事
業ですか。市民・企業等
での実施可能性はありま
せんか】

□改善の余地
あり(⇒改善の
方法記入）

行政関与の妥当性 ■適切

【受益者負担の適正化の
余地はありませんか】

■適切

■十分効率的

事務事業を取り巻く
社会環境の変化や
今後の予測・他市町
村の動向等

国の方針により肝炎ウイルス検診を実施するようにとの強い指示があり、全国の市町村において実施
している。

項　　目
有効性の評価

【意図した成
果は上がって
いますか】

【社会経済情勢や市民
ニーズの変化などから、
設定した対象や意図は妥
当ですか】

項　　目 判　定

【妥当性の評価と改善の方法等】

整理番号 23-23

今後の方向性や改善方法など
４　総合判定と今後の方向性

判　　定

□概ね効率的

□改善の余地
あり(⇒改善の
方法記入）

□見直しの上で継続する

□統合する(検討含む）

【２次評価】

【有効性と効率性の評価と改善の方法】

　判　　　　定

□あまり成果が上がっていない

□成果が上がっていない

■十分成果が上がっている

□概ね成果が上がっている

□縮小する(検討含む）

□廃止・休止する(検討含む）

□終了

　判　　　　定

改善の方法

■Ａ 　　　 □B    　　□C

※部局で所管するすべての事務事業の中で、この事務事業の位置づけはどの程度ですか

□かなり非効率

【手法は効率
的ですか。コ
スト節減の方
法はありませ
んか】

□やや非効率

【上記３の評価と改
善を踏まえ、今後の
方向性についての総
合判定と改善方法等
を記入】

□拡大・重点化する

■現状のまま継続する

受益者負担の妥当性

【１次評価】

受益者負担は、概ね医療機関委託料
の３割（市民税課税世帯）、１割（市民
税非課税世帯・70歳以上の方）程度の
負担としている。

【事務事業担当部局内優先度】

事務事業担当部局
の総合判定

　老人保健法の基本健康診査の検査項目として５カ年間の時限で
平成１４年度から実施されている事業であり、国・道からの負担金の
充当事業として実施されており、今後も現状のまま継続する。

　１次評価のとおり□統合する(検討含む）

□縮小する(検討含む）

□終了

□廃止・休止する(検討含む）

□見直しの上で継続する

□拡大・重点化する

■現状のまま継続する

行財政構造改革推
進本部の総合判定

３　評　価　（チェック）と改善（アクション）

判定の説明や課題

肝炎ウイルスの早期発見に十分成果
が上がっている。

肝炎ウイルス検診は十分効率的に実
施している。

今後の方向性等

■適切

■適切

□改善の余地
あり(⇒改善の
方法記入）

□該当しない

市において実施すべき事業である。

手段の妥当性

【現在の手段は適切です
か。他の手段や委託化な
どの可能性はありません
か】

判定の説明や課題 改善の方法

肝炎予防のため必要な事業であり、対
象、目的は妥当である。

検診については医療機関に委託して
おり、手段は適切である。


